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花山震災復興の会 「がんばっぺ」

会長  大 山 幸 義

くりこま耕英震災復興の会

会長  大 場 浩 徳

栗原市長 佐

避難生活及び各種再建問題に対する要望における回答書

平成 20年 岩手 ・宮城内陸地震で被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。

今回の震災被害は、栗原市にとって過去にl●lのないものであり、一日も早い震災からの復旧 ・復

興を目指 し、現在懸命に各種事業等に取り組んでいるところであります。

さて、平成 20年 12月 10日 にご要望いただきました 「避難生活及び各種再建問題Jに 対し

まして、下記のとおりご回答申し上げます。

記

1 長期避難生活への支援について

(1) 生活支援につきましては、10月 の義援金分配対象メニューにおいて、長期避難世帯

等見舞金として一律 80万 円をいただいてお りますが、避難指示解除の明確な時期が約

束されない現状の中において避難生活のさらなる長期化が予想されます。よって、新た

な生活支援策の検討をお願いします。

(1)に 対する回答

被災された方々への生活支援につきましては、義援金の配分をはじめ栗原市災害見

舞金、被災者生活再建支援金、災害援護資金貸付、税金や保険料の減免及び徴収猶予、

使用料等の減免、ごみ処理支援、生活支援相談、健康被害訪問相談など様々な支援策

を行つております。今後につきましても、避難されている方の要望等を伺いながら検

討して参 ります。

また、県及び市に寄せられている義援金につきましては、今後、追加の配分が行わ

れる予定であり、配分項 目等について栗原市災害義援金配分委員会で検討 されますの

| で、今回の要望につきましても、栗原市災害義援金配分委員会へ申し伝えさせていた

| だきます。

(2)市 の被災者支援策として被災者生活再建支援金が支給されておりますが、支給基準が

住宅の大規模半壊以上となっている状況です。いまだに長期避難指示を受け収入の途を

失った判定基準に満たない、その他の世帯に対 しても実情に即した生活再建支援金の支

給検討を願います。

藤
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(2)に 対する回答

離職者見舞金につきましては、雇用されている方が、震災により長年、慣れ親 しん

i ~~~  ~~~‐

‐   
― ―  ― ― __― ―    ― ― ― ―     ― ― ― 

―
   ― ―  ―   ―  ― ―   ―  ― ―     _ ― _   _ _   _―   ‐   ___   

―  ―  
―

:  被災者生活再建支援金は、「被災者生活再建支援法Jに 基づき、都道府県と国が原資

: を拠出し、被災地の市町村が受付事務を行なう制度となつてお ります。

:  被災者生活再建支援金の支給基準である住家被害区分の拡大については、国におい

| て法律改正が必要ですので、今回の震災による体験等を踏まえ、制度上の改善点につ |
: いて、県と連携し国に働きかけて参 ります。                    |

(3) 10月 の義援金配分対象メニューにおいて離職者見舞金が支給されておりますが、農
業従事者はこれに該当していません。農業に携わる方々は、農地の復旧作業、来年以降
の準備、高齢等の理由で他に職を求めるのが難 しい現状です。なにより、震災によって
職を奪われたのは周知の事実です。支給に該当するよう検討願います。

(3)に 対する回答

駆1欧看見舞金につきましては、雇用されている方が、震災により長年、慣れ親 しん :
だ職場をやむを得ず離れることになり、次の新たな職業や職場を探す方々に対 して支 1
給された見舞金ですので、農家の方々へのi

農家の方々は事業主でありますので、III

経営再建及び経営の維持回復を支援するたダ

尊鷹雪糞蜃 帯夏≦虐I芳 信巽鷲難撃:IJ撃 薦竃]‐TTttΥ 権驚馨』昆言筆啓償ラ i
ました。                                   |

今後も引き続き、農家の方々が早期に経営再建が図られるよう支援すると共に、関係 |
機関にもiJlきかけを行って参 ります。                       |
―――― ‐――  ―   ‐_―― ―― _‐‐――‐  ――――  ――――― ―― ―――――――――― ――――――――――――― ――――」

(4) 同メニューにおいて、一部破損世帯見舞金として 5万 円が支給されておりますが、公
的な支援金 と違い不特定多数からの善意の芳志である義援金の配分については、住家被
害分の配分枠を半壊以上とせず、一部破損住家についても破損率に応 じた配分を検討願
います。

(4)に 対する回答

栗原市内の住家被害は 1, 569戸 (平成 21年 1月 8日 現在)で ぁり1を あ高革
壊以上は 155戸 、一部破損は 1,414戸 となっています。

ご承知のとおり、住家は生活基盤の核となるものであり、被災者の方ができるだけ
早期に、自宅での生活が取 り戻せるように、改築 (新築)や 補修を行 う経費の一部と
してもご利用いただけるよう義援金の配分が行われてお ります。
また、ビ要望にもありますが、義援金につきましては不特定多数の方の善意のご芳

志であり、お寄せいただいた金額の範囲内で支給する必要があります。そのため、過
去の震災被害等の義援金配分状況も鑑みながら、より住家被害の大きい半壊以_tの世
帯と、低所得世帯の対策として、高齢者世帯であり、なおかつ住民税非課税世帯であ
る一部破損以 Lの世帯へ重点的に配分されることになったものであると、栗原市災害
義援金配分委員会より伺ってお ります。
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避難指示解除後に向けての条件整備と支援策について
(1)私 たちItl区民は、行政指導のもと避難指示を受けて以来、収入の途を開ざされ経済的

窮地に立たされてお ります。避難解除後の生活に支障をきたさない為にも、避難指示が

解除され安定した収入が得られるまでの間、避難世帯、避難事業所等に対しては無条件
で固定資産税等、各種税金の免除をお願い致 します。

(1)に 対する回答

今年度につきましては、「平成 20年 岩手宮城内陸地震による災害被害者に対する栗 |
原市税の減免に関する条例」を制定し、市民税 ・固定資産税 ・国民健康保険税の減免
を実施 してまいりました。

今回の 「無条件で各種税金の免除Jと いう要望でありますが、地方税法及び市税条
例の規定からむずかしぃところであります。

なお、災害被災者に対する来年度以降に実施される地方税法上の措置については以
ドのとおりです。

固定資産税

○ 土地

土地については、平成 21年 1月 1日 時点での現況に合わせ、地震により使用不能
となった土地につきましては、現況に合わせ、雑種地等として課税されることになり
ます。また、住宅が災害により滅失 した場合で、他の建物等の敷地として使用されて
いない土地の課税標準額については2年 間に限り、 200置 を6分 の 1の額に減額す
るなどの特例が継続されます。

※ 課税標準額に 14%を 乗 じたものが固定資産税額となります。
○ 家屋

今回の地震災害により家屋に被害を受け修復をされない場合、又は避難指示等によ
る長期の不在により、家屋の劣化等が著 しい場合については、家屋の損耗程度により
段階的に家屋の評価額及び課税標準額を減ずる措置 (損耗減価措置)が あります。

O 償却資産

償却資産 (構築物 機械及び装置 備品等)に ついては、申告による課税であるこ

なお、国の制度上、住家被害における判定の基準として全壊から一部破損等の段階
区分が設けられていますので、「被災者生活再建支援法Jの 要望でも回答 したとおり、十
制度上の改善,点について県と連携 し国に働きかけて参 ります。           |改善,点について県と連携 し国に働きかけて参 ります。           |

しては税務課固定資産税係までお尋ね下さい。     :

|
‐         ―    ―   __  _  _       _       _  |

i堂[霧港:誓Ю撼倉[農;を省L薫撃ξl「ム][「漂T鰺警:しせ咎il響菫λ言|
告をすることにより、課税対象資産から除外することが可能です。         |

!  ※ これらの詳細につきま
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(2)冬 季間の家屋、事業所等の保全にできるだけ地区民の要望を取り入れ、雪害等がない

ようお願いします。高齢世帯等、除雪作業が困難な世帯に関しては一層の協力をお願い

します。

(2)に 対する回答

応急仮設住宅等で生活されている世帯で、除雪困難

た、主要幹線道路から自宅までの除雪や屋根の雪降ろ

消防団地区団の支援と栗原市社会福祉協議会に設置

―と協議、検討 し対応 して参ります。

(3) 私たち地EKL民は、各種再建のために来春の避難指示解除を切望いたしております。来

春の避難指示解除に向け、讐戒レベルの引き下げを含めた条件整備を地区民とともに模

索して頂けますようにお願いいたします。
(3)に 対する回答

現在、避難指示 ・勧告地域に通じる道路は、通行の規制が必要であるものの通行可

能になりました。

また、水道、電気、電話などのライフラインも復旧となり、着実に震災前の生活に

戻れる環境が整いつつあります。

しかしながら、現在でも地域内においては道路の断裂や亀裂、土砂崩れ、裏山の亀

裂、河,上 流域には河道閉塞 (天然ダム)な どがあり、安全とは言い難い状況にあり

ます。

さらに、降雪の多い地域でありますので、今後の積雪や融雪による災害も心配され

るところであります。

避難解除につきましては、地域住民の生命 身体の安全が第一であります。

また、住民の方々のみならず、地域を訪れる一般の方々の安全をも確保 していかな

ければならないことも念頭に置きながら、住民皆様と雪解け後の安全確保状況を共有

しながら対応 して参 ります。

(4)被 災によって離職 した方々の再雇用また、新たな雇用の創出を関係各方面に働きかけ

るようお願い致します。

(4)に 対する回答

震災により離職を余儀なくされた方々の就労の場の確保等につきましては、栗原市、

宮城県栗原地域事務所、築館公共職業安定所雇用対策推進協議会の三者により、市内

の事業上の方々に対 し、特別雇用枠の確保について要請活動を行い、企業等のご協力

により十数名の方の就労が確保されたところであります。

現 ドの厳 しい経済状況や雇用状況ではありますが、宮城県、築館公共職業安定所と

1 協力しながら離職者が早期に就労できるよう市内の各方面に要請を行つているところ |

| であります。                                 :
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今後の生活再建、生業再建に向けて

(1)地 区民の多くは避難指示が解除されたからといつてすぐに収入が得られる訳ではあり

ません。避難解除後の地区民の生活、生業再建の実態の把握に努めて頂き長期的な支援

策を求めます。

(1)に 対する回答

1 栗原市はこれまでも、被災者された方々の生活や、生業再建の実態把握に努め、生業 !

:支 援にも踏み込んだ被災者支援策を打ち出し、一日も早い市民生活再建に向け、最大限 |

1 の努力を傾注して参 りました。                          |

!  今後も、生活や生業再建の実態把握に努めると共に、国 県等の関係機関に各種支援 !

1等 の働きかけも行いながら、被災された方々の生活再建に向け、引き続き努力 して参 り|

1ま す。                                   |

(2)住 宅再建 生業再建に向け長期の実質無利子融資制度を関係各方面に働きかけ創設す

るようお願いします。

(2)に 対する回答

栗原市では、無利子の融資制度ではありませんが、住宅再建に対する支援策として、

「栗原市被災住宅再建利子ネ甫給金交付要綱Jを 定め、被災住宅の再建のために金融機関

等から融資を受けた場合に、負担の軽減を図るために、利子補給を行つています。

また、生業再建に係る融資市1度につきましては、現行の制度資金の中で、認定農業者

の融資に対しては無利子制度があります。しかし、全ての農業者を対象にした無利子の

融資制度はありません。

今後借入希望者の情報把握等を行いながら関係団体等と協議 検討して参 ります。

(3)

(3) 今後、各種再建問題の長期化が十分に予想される中、単年度の支援策にとどまらない

よう、復興基金の創設を初め各種財源の確保を関係各方面に働きかけていただき、長期

的な支援策をお願いいたします。

に対する回答

栗原市といたしましても、各種再建問題を含め、復旧 復興には長い期間が必要で 1

今後につきましても、関係機関に働きかけを行つて参 ります。

あると考えており、復興基金の倉」設につきましても国や県に対して要望して参 りまし

た。 しかしながら、国より、下記 3,点の見解が示されました。

① 基金から生じる運用益の使途が限定されることから、基金を創設しても全てを

交付税措置の対象とすることは困難である。

② 県債を原資とした基金は、基金を管理するための新たな財団を設立し、職員の

配置も必要であり、追カロ的な経費負担が生じる。

③ 近年の低金利の影響により、運用益を確保するには多額の原資が必要である。

こうした見解を受け、知事と協議を重ねた結果、震災復興基金の倉」設を断念し、市

が実施する地域の維持 再生等の事業に要する経費の一部に充当される交付金を官城

県が創設し、栗原市に交付されることになりました。
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|

(‐4)地 区民が各種問題に対 して相談|しやすいよう、総合的に対応できる窓口を設けてくだ

さい。      |         ‐

(4)に 対する回答

「被災者生活相談窓口Jは、被災された方々の生活再建を文優するためて0月 24

日から各総合支所に設置しております。この窓口では、被災された方々の生活相談全

般に関して受け付けを行い、本庁と連携を図りながら、総合的に対応することとして

いますので、個別相談の際には、ご利用願います。

また、栗駒と花山地区におきましては、毎避1回開催される被災された方々との懇

較の場でも、地域全般に関することや個人ごとのご意見ヽご要望をいただき、対応し
ており、今後も継続して参ります。


